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 第１回「茨城オープン綱引大会」実施要項 

 

１．趣 旨  この大会は、綱引競技の普及と振興を図りながら、綱引競技の技術の向上を目指すと 

ともに、大会に参加する役員、監督、選手及び関係者が交流して相互に親睦を深める

ことによって、心身の健全な発達及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。 

２．主 催  茨城県綱引連盟 

３．後 援  関東綱引連盟 

４．日 時  令和７年６月２２日（日）受付開始：午前９時００分～ 

開会式：午前９時３０分 競技開始：午前１０時００分（予定） 

８. 会 場    ひたちなか市総合体育館 

茨城県ひたちなか市新光町４９ 

ＴＥＬ:０２９－２７３－９３７０ 

９.種 目   （１）男子の部  

       （２）女子の部    

       （３）男女混合の部  

１０.チーム編成 ５名以上１２名以内（男女混成可） 

１１.競技方法  通常の８名以外に、選手５名まで対応して、リーグ戦を実施 

※参加チームの状況によって変更になる場合有り。 

１２．競技規則 日本綱引連盟の競技規則による 

１２．競技施設 レーンマットを使用 

１３．参加資格 オープン参加として、競技者登録は不要 

         ※チームに所属しない個人でも参加可能。参加チームの状況を見て（主催者の判 

断による）、参加チームに加わり、一緒に綱を引くこととする。 

１４．参加費  参加者１人あたり ５００円 ※当日受付にて徴収 

１６．申込方法 申込用紙に必要事項を記入し、令和７年６月１０日（火）までに茨城県綱引連盟事 

務局にメールにより提出。                                                      

 

１８．送付先・連絡先 茨城県綱引連盟  事務局 市毛 

携帯（市毛）：０８０―１２９８－３７４２ 

           E-mail：doream2330@gmail.com  

 

*申込規約・個人情報の取り扱いについては、下記を必ず参照のこと。 

【申込規約】※参加チームは下記の申込規約に必ず同意の上、お申込みください。 

1.  茨城県綱引連盟（以下「主催者」という。）は、傷病や紛失等の事故に際し、応急処置を除いて一切

 の責任を負いません。 

2.  自己都合による申込後のキャンセルはできません。 

3.  地震、風水害、降雪、事件、事故等またはそれらが予想されることにより大会中止となることがあり

 ます。 

4.  大会出場中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権は主催

 者に属します。 

5.  私は主催者が許可する写真販売業者のカメラマン等が撮影し、インターネット上で写真の掲載、販売

 等を行うことを承諾します。 
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6.  参加者の個人情報の取り扱いは主催者の規定に則ります。 

7.  私は健康管理とケガに留意し、十分なトレーニングをした上で、傷病、事故等については自己の責任

 において大会に参加し、主催者に責任を問いません。 

8.  私は競技中の事故等による身体の故障が起こった場合は応急処置を受けることに同意します。また、 

その方法経過等について主催者へ責任を問いません。 

9.   私は大会中の傷病、事故等について、主催者に対し損害賠償等の請求を行いません。 

10.  私は競技参加者としてマナーを守り、他の参加者、ボランティア、大会役員等へ迷惑をかけないよう

にします。 

11. （参加者が20歳未満の場合）私の家族、保護者は大会への参加に同意しています。 

12. 私は上記の申込規約の他に主催者が定める大会開催要項、競技規程に則り、大会開催中は主催者の運 

営上の指示に従います。 

 

【個人情報の取り扱いについて】 

主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の規程に関する法律および関連法令等を厳守し、主催

者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取扱います。大会参加へのサービス向上を目的とし、参加

案内、記録通知、関連情報の通知、次回大会の案内、大会協賛・協力・関係各団体からのサービス提

供、記録発表（ランキング等）に利用いたします。主催者または委託先から、申込内容に関する確認連

絡をさせていただくことがあります。また、同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供すること

はありません。（法令などにより開示を求められた場合を除く。） 

 


